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富津市秘書広報課Facebook運用方針 

 

富津市秘書広報課（以下「秘書広報課」という。）が運用する秘書広報課

Facebookの運用方針（以下「運用方針」という。）を次のとおり定めます。この運用

方針は秘書広報課が運用する秘書広報課Facebookを利用するすべての方（以下「利用

者」という。）に適用されます。内容を確認し、同意いただいた上でご利用くださ

い。 

１ アカウント情報 

(1) アカウント名 富津市情報課 富津再発見！ 

(2) ＵＲＬ http://www.facebook.com/city.futtsu 

２ 運用管理者 

富津市総務部秘書広報課長 

３ 投稿者 

富津市総務部秘書広報課秘書広報係職員 

４ 目的及び掲載内容 

富津市の魅力を市内外にもっと知ってもらうために、広報ふっつや富津市公式

ホームページでは紹介しきれない、富津市内の地域情報、出来事、風物詩及びイ

ベント情報等の発信を行うこと、地域情報に関連する市政情報の発信を行うこと

を目的とします。 

５ 運用時間 

原則として平日の午前８時３０分から午後５時１５分までに、各投稿者が不定

期に投稿します。なお、この時間帯以外にも必要に応じて投稿する場合がありま

す。 

６ 禁止事項 

利用者は、秘書広報課が運用するFacebookにコメント等を投稿するにあたり、

次に掲げる行為をしてはならないものとします。禁止事項に該当すると秘書広報

課が判断した場合は、利用者に事前に何ら通知することなく、投稿の削除その他

の必要な措置をとることができるものとします。 

(1) 公序良俗に反する内容 

(2) 掲載内容に対して著しくかい離する内容 

(3) 富津市、他の利用者又は第三者を誹謗中傷し、若しくは名誉又は信用を傷つ
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ける内容 

(4) 政治活動、選挙活動、宗教活動又はこれらに類似する内容 

(5) 違法な情報やわいせつな内容 

(6) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とした内容（ウェブサイトの

紹介等を含む） 

(7) 富津市、他の利用者又は第三者の著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を

侵害する恐れのある内容 

(8) 他の利用者又は第三者に関して、住所、電話番号、メールアドレス等の個人

情報を特定、開示、漏えいする等の個人プライバシーを侵害する内容 

(9) 他者に成りすますなど虚偽や事実と異なる情報及び正否の確認ができない噂

等の内容 

(10) 有害なプログラム等を送信することにより、通信機器の機能を妨害し、情

報を引き出し、又は他者のアクセスを妨害することを目的とした内容 

(11) 富津市、他の利用者又は第三者に不利益を与える内容 

(12) その他運用管理者が不適当と判断した内容 

７ 知的財産権の帰属 

(1) 掲載している個々の情報（文章、写真、及びイラスト等）に関する知的財産

権は、秘書広報課又は秘書広報課以外の原著作者に帰属します。 

(2) 掲載内容について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認

められた場合及びFacebookで「シェア」機能を使用するなど、転載の対象とな

る内容を改編せず、また出所を明記する場合を除き、無断で複製及び転載する

ことはできません。 

８ コメント、シェア等について 

(1) 秘書広報課が運用するFacebookでは、原則として情報発信のみを行います。 

(2) 利用者からのコメント又はメッセージ等を通じたご意見及びご質問に対して

は、原則として対応しません。ご意見及びご質問は直接担当部署 

（http://www.city.futtsu.lg.jp/soshiki_list.html）にお問い合わせくださ

い。 

(3) 秘書広報課が運用するFacebookでは、原則として「いいね！」やシェア等は

行いません。ただし、政府機関や地方公共団体、公共性の高い団体、市や市の

事業に関連する団体等のFacebookページ、ブログ等については、必要に応じて
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行うことがあります。 

９ 個人情報に関する取り扱い 

Facebookを通じて秘書広報課が取得した個人情報については、「富津市個人情

報保護条例」に基づき、適切に取り扱います。 

10 免責事項 

(1) 秘書広報課は、掲載情報について、正確性、完全性、有用性等を保証するも

のではありません。 

(2) 秘書広報課は、秘書広報課が運用するFacebookを利用することで生じた直

接・間接的な損失について、いかなる場合でも一切責任を負いません。 

(3) 秘書広報課は、予告なしに掲載した内容を変更又は削除することがありま

す。 

(4) 秘書広報課は、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直し又は運用を中止

する場合があります。 

11 適用 

この運用方針は、平成２７年４月１日から適用します。 


